
修学旅行 ： 学校行事として行われる、１年以上前から計画された宿泊を伴う旅行（クラブ活動・サークル活動の旅行を除く）

Ａ：貸切バス事業者

Ｂ：運送申込者（旅行業者）

Ｃ：学校側

　【旧運賃適用ケース】 ※フローに当てはまらない場合は新運賃適用

※要件

　①H27.7.31までに出発し帰着するもの

　【その他】

　②運送申込書にＢとＣでH26.3.31までに交わされた
　　受注型企画旅行申込書または引受書の添付

　③学校側からの事情説明と例外扱いを求める文書
　　の添付

中国バス協会

○修学旅行にかかる貸切バスの運賃･料金の経過措置について

●Ａ・Ｂ間で実施予定日以前に

契約を締結（合意含む）

旧運賃適用

H28.3.31までに実施

■Ａ・Ｂ間で事務連絡発出後に

運送契約を締結する場合

■ＢからＡに対して実施予定日以前に次のいずれかで手配

◇手配依頼書

◇電子システムによる手配契約

※未回答、車両の確保のみの場合も含む

要件①～③を満たす場合

●Ａ・Ｂ間で事務連絡発出時点で

新運賃による契約締結済 旧運賃への変更契約は不要

●Ａ・Ｂ間で実施予定日以後に

契約を締結

手配していない手配している


